
葛速5号線シールドトンネルエ事 月」和

件 名

金入設計書

項 目 不開示部分

設計書中、見積による「費 目'工種・施工名称などJ、「数量」
「単位」、「単価」、「金額」

不開示理由

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条算3号に該当

工事執行伺

施行伺

簡易文書処理票

「 ~ ~~
1年割額、設計金額

高速5号線シールドトンネルエ事に関する情報であつて、公にすることによ

り、公社の事業の道正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

広島県情報公開条例第10条第6号該当

工事数量総括表の「費 目・工種明細など」、「規格」、「単位」、
「数量J、「備考」

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

ホエムページ公表例

公告

捨螢陣 ―
様式(設計・施工提案書)

一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

  |

入札書

鰈登
特記仕様書

参考図書

‐入札手続

自己採点表

,十 四書等に対する質問 |

1簡易文書処理票

ホームページ公表例

設計図書等の質問に対する回答

監占彗≧|五摘 整 生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当1当

該法人の印影的 ゆ

岐競争入札参加

書等

ぱ
加
晋背輩 割|五:

(様式1)一般競争入札参加資格確認申請書 当該法人の印影(丸印)

起 案

「
~~~

(様式2)誓約書

魂 室を鰊 繭 泰薮 繍 芦ラ
■広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

当該法人の担当者名

当該 法人の 印影 (丸印)

特定の個人が識別される情報であるため。
・広島県情報公開条例第10条第2号に該 当

~軸

磁 籠譲那 逐那 万

(様式3)施工実績調書
工事名称等 (工事名・路線名・発注者名・受注者名・施工場

所 =最終詰負全額 ・工期・受注形態 ・00RINS登 録番号 ・工事

内容)

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該当

匠
|

(様式3-1)工事成績評定点

(様式4)配置予定技術者調書

|

(様式4-1)工事成績評定点

(様式4卜 1)工事従事実績

十ェ事名、発注機関名、工事場所、工期、工事成績評定点、
CORINS登 録番号

昌熙
罷聖軽名経継i導挿

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

特定の個人が識別される情報であるため。
・広島県情報公開条例第10条算2号に該 当

置晶丞暑露得昌3品機 剤 或総 昂鞠 銚 w縛雛 鵬 婚換

惟兵蛋i挑議義ど轟 ホ花針
―

最終請負金額 ・工期・受注形態・00RINS登 録番号・工事内 1生 産技術 ・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

容、表彰実績 (配置予定技術者)の工事名)、申請時における 事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。

他工事の従事状況等(工事名・発注者名・工期・本工事を落 ・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

社した場合の対応措置 iCORINS登録番号)

監含1告昏::言骨歴警主走鑓熙ン●詠赫廟
配置予定技術者の氏名

特定の個人が識別される情報であるため。
・広島県情報公開条例第10条第2号に該当

(様式4-2)配置予定技術者調書
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竜表1空曇喬客1干
注者名・工事内容等(工事名・工期・工事場所・ 豊嚢籍勤1鮒〒録冒:晏塙軽署S露香意を見採君督先庁声

法人等の
(様式6)施工実績調書'配置予定技術者調書一J

I                          ・ 広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

配置予定技術者 (氏名・施工経験・発注者名(発注者名・工事 特定の個人が識別される情報であるため。

名・工期・従事期間・工事場所・工事内容)) ・広島県情報公開条例第10条第2号に該 当

(様式14)自己採点表

ドぱ帥執F腋胃誕琶
(様式3)委任状

当該法人の印影 (丸印) 1曇嚢繕観だ瑠こ〒壕雪1黒堀軽雷S貿香君倉亮採君普先評
法人等の

・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

生産技術,価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

当該法人の印影(丸印)

(様式9)建設工事共同企業体協定書
生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

当該法人の印影(丸印)、構成員の出資割合、取引金融機関 事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

|

(様式10)承講害 当該法人の印影(丸印)

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該当

1袋とじ 当該法 人の 印影 (丸印) 1盤蠣醤局魯褪譜暑蚕]を見ぷ君督先評
人等の

―機競争入札参加 |

費培確認結果通知

1特定の個 人が識別される情報であるため。

ギ
輩ン 型 マ当

技術交渉①)日
こついて

FAX送 信表

設計・施工提案の改善(技術交渉①)日時について(通知)

FAX送 信表

設計・施工堤乗の改善(技術交渉②)日時について(通知)

当該法人の印影(丸印)、「見積条件」、「施工名称」、「数

量」、「単位」、「単価」及び「金額」

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

岐競争入札参カロ

果通知

起 案

FAX送 信表

一般競争入札参加資格確認結果通知書② 当該法人の配置予定技術者の氏名 ・広島県情報公開条例第10条算2号に該当

入札書郵送提出の際の注意点

八i予 告

簡易文書処理票

ホームページ公表例

争=aを コ書 な とこ号標シールドトンネルエ事

一ほ競争入札参加資格確認結果通知善②受領書1当該法人の担当者名、個人印

―ti「争入札参れ室格確認結果追嘉②通剰

天志・大受・広成建設工事共同企業
客

入札書

設計金額 ・設計金額の10 0 / 1 0 3、直接工事費・共通仮設費=

現場管理費・一般管理費等・調査基準価格 (A )

当該法人の印影 (丸印)

特定の個人が識別される情報であるため。
・広島県情報公開条例第10条第2号に該 当

1生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該当

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

八■考

工事費内訳書
督

輔 T饂 洋 岳話

工啓 施工名称な詢 鍛
讐嚢磐勤だ留ぞ記録冒1新 軽署S貿 唇斉誓虎採灘 虜声

法人等の

生 _      __ _____ |'島
県

,1全
能 削

型
味 第3引 こ該当



シールドトンネルエ事

簡易文書処理票

別紙7

・施工提案書(公告で示した部分を除く)
生産技術白価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の
事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該当

】 てヽ

起案

配置予定技術者の専任確認

年月 日、登録年月 日、登録番号、照会番号、当稼法人

等名、処理区分、履歴情報、登録番号、変更事出発生年月
日、自社が請負った一体的先行契約工事のコリンズ登録書

、コリンズ登録義務の有無、件名、対象水系・略線名称、

、工期、発注機関情報(発注機関名白郵便番号・住所・

号・FAX番号・実績内容確協年月日・実績内容確秘担

登録内容確認書(工事実績) 熙ン鸞
親

幹事企業(」V出資比率、企業D、企業名、企業名(カナ)、建
段薬84可番号、事業所名、郵便番号、住所、電話番号、FAX
番号)

構成企業1(UV出資比率、企業】D、企業名、企業名(カナ)、建
設業許可番号、事業所名、郵便番号、住所、電話番号、FAX
番号)、公共事業の分野、本件登録工事の受注に対応した建
設業許可業種、本件登録工事の入札争加資格区分、工種、
工法白型式、施工場所等(起点)、施工場所規制等(施工地
域・夜間工事の有無)、交通規制(交通規制の有無)、近携施
工(近接施工の有無・近接する構造物)、工事概要

工事業績データ(技術者亨―夕)
技術者情報1(所属企業の許可番号・所属企業名・建設実績
技術者D・氏名・氏名(カナ),生年月日・監理技術者資格者
番号・従事期間)、技術者情報2(所属企業の計可番号・所属
企業名・建設実績技術者D・氏名B氏名(カナ)・生年月日J監

理技術者資格者番号・従事期間)、技術者情報3(所属企業
の許可番号B所属企業名,建設実績技術者D・氏名・氏名(カ

ほ績羅昼難 縮経群謹艶欝暮
氏名・氏名(カナ)・生年月日・監理技術者資格者番号・従

事期間)、技術者情報5(所属企業の辞可番号・所属企業名・

建設実績技術者D,氏 名・民名(カナ)・生年月日・監理技術
者資格者番号・従事期間)、技術者情報6(所属企業の許可
番号・所属企業名・建設奥撤技術者:D・氏名・氏名(カナ)。生
年月日・監理技術者資格者番号・仕事期間・担当工事内
容)、技術者情報7(所属企業の静可番号・所属企業名・建設
実績技術者lD・氏名・氏名(カナ)・二年月日・監理技術者資
格者番号・従事期間・担当工事内容)、技術者情報3(所属企
業の計可番号・所属企業名・建段英鞭技術者ID・民名・氏名
(カナ)・生年月日・監理技術者資格者番号白従事期間)

工事実績データ(技術者亨―夕)
(切羽の上質・土買条件・最大切羽水頭・トンネルの種別口施
工延長・全延長・シールド形式・シールドマシン外径(代表
値),仕上り内径(代表値)・仕上り内径(最大)・セグメント種
類ロセグメント外径・セグメント内径・断面形状・平均土紋り・最
少土被り,最少上被り/D・平面最小曲率半径(R)・R/D・縦断
勾配(代表値)・経断勾配(最大)・補助工法・新工法、新技
術)

発行年月日

当該法人の配置予定技術者の氏名 ・広島県情報公開条例第10条第2号に該当

:広島県情報公開条例第10条第2号に該当

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当按法人等の
事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該当

生産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当嫁法人等の
事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該当

ヒアリング日時について(通知)

総合評価型VE答 査委員会(写)

審査様式第3号 入札調書

ホームページ公表例



5号線シールドトンネルエ事

定の個人が識別される情報であるため。
・広島県情報公開条例第10条第2号に該 当入札結果通知書(受領書) 1当該法人の担当者名、個人印

結合評価型VE審査委員会(写)

審査様式第3号 入札調書

入札害

1広島高速道路公社建設工事入札契約情報取扱要綱

産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の
当該法人の印影(丸印) 1事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。

広島県情報公開条例第10条第3号に該当

1高速5号線シールドトンネルエ事
産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。

広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

1支出科目内訳書(支出)

産技術・価格等に関する情報等で開示することにより、当該法人等の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。

広島県情報公開条例第10条第3号に該 当

当該法人の印影 (丸印)、振込先日座名

生産技術・価格等に関する情報等で開示することrこょり、当該法人等の

業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあるため。
・広島県情報公開条例第10条第3号に該当


